
＜参考資料＞ 事業所内での研修等にご活用ください。

事例集の概要

○大阪府の虐待防止に向けた取り組みとして、平成 23年度～25年度の 3ヵ年事業として

「障がい児者施設等サービス改善支援事業」を実施。

職員が職場で孤立したり、ストレスを抱えることを防ぐことも虐待の防止につながります。

目次 Ⅰ 障害者虐待の防止

Ⅱ 障害者虐待防止法の概要

Ⅲ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

Ⅳ 虐待が疑われる事案があった場合の対応

Ⅴ 市町村・都道府県による障害者福祉施設等への指導等

Ⅵ 虐待を受けた障害者の保護に対する協力について

Ⅶ 身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けて

〇参考資料

施設・地域における障害者虐待防止チェックリスト・職場内研修用冊子 等

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（従事者向けマニュアル）」

厚生労働省（令和 6年７月改訂）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.

html

「一人ひとりを大切にした支援を目指して」

～大阪府障がい児者施設等サービス改善支援事業 事例集～ （大阪府 HPに掲載）

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaibousi-jirei.html

大阪府障がい者虐待防止・権利擁護研修

＜障がい福祉サービス事業所向け＞のご案内

●大阪府では、府内の障がい福祉サービス事業所の管理者及び責任者の方を対象とした、

障がい者虐待防止・権利擁護研修を実施しています。

●日程詳細や受講申込みの受付開始日については、大阪府ホームページ及び

府内各市町村ホームページに掲載します。（随時更新）

（大阪府）https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kenriyougokenshu.html

大阪府 障がい者虐待防止 研修※郵送での募集案内の送付は、令和元年度を

もって原則廃止いたしました。

こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/


